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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光物質を含む可能性のある試料について、該蛍光物質の励起波長域と、該蛍光物質の
蛍光波長域、および該蛍光波長域外の長波長域を含む波長域の光を発する測定光源下にお
いて、第１の測定角度で測定された第１の分光反射率と、第２の測定角度で測定された、
前記第１の分光反射率よりも大きい第２の分光反射率を取得する取得手段と、
　前記長波長域において、前記第１の分光反射率に対する前記第２の分光反射率の比率を
算出する比率演算手段と、
　前記第１の分光反射率に前記比率を乗じ、該乗算結果と前記第２の分光反射率との差分
を算出する差分演算手段と、
　該差分と前記比率から前記試料における蛍光の分光放射輝度率を算出する蛍光演算手段
とを有し、
　前記蛍光演算手段は、前記比率から１を減じた値で前記差分を除算することによって、
前記蛍光の分光放射輝度率を算出することを特徴とする蛍光推定装置。
【請求項２】
　前記第１の測定角度は、前記試料からの前記測定光源の正反射光を除く拡散反射光を測
定する角度であり、
　前記第２の測定角度は、前記試料からの前記測定光源の正反射光を測定する角度である
ことを特徴とする請求項１に記載の蛍光推定装置。
【請求項３】
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　前記比率は、前記第１の分光反射率に乗じた際に、該乗算結果と前記第２の分光反射率
との差が最小となる値であることを特徴とする請求項１または２に記載の蛍光推定装置。
【請求項４】
　前記蛍光演算手段は、算出した分光放射輝度率が負であった場合に該分光放射輝度率を
０とすることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の蛍光推定装置。
【請求項５】
　前記差分演算手段は、算出した差分が負であった場合に該差分を０とすることを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の蛍光推定装置。
【請求項６】
　さらに、前記蛍光演算手段で算出された前記試料における蛍光の分光放射輝度率から、
該試料における蛍光発生の有無を判定する判定手段を備えることを特徴とする請求項１乃
至５のいずれか１項に記載の蛍光推定装置。
【請求項７】
　複数の試料について蛍光の分光放射輝度率を測定する蛍光測定装置であって、
　前記複数の試料のそれぞれについて、蛍光の分光放射輝度率を推定する蛍光推定手段と
、
　前記複数の試料のそれぞれについて、前記蛍光推定手段で推定された蛍光の分光放射輝
度率を予め定められた閾値と比較することで蛍光発生の有無を判定する判定手段と、
　前記判定手段で蛍光が発生していると判定された試料について、蛍光の分光放射輝度率
を実測する実測手段と、
　前記判定手段で蛍光の発生がないと判定された試料について、蛍光の分光放射輝度率を
０とする設定手段と、を有し、
　前記蛍光推定手段は、
　　当該試料に含まれる可能性のある蛍光物質の励起波長域と、該蛍光物質の蛍光波長域
、および該蛍光波長域外の長波長域を含む波長域の光を発する測定光源下において、第１
の測定角度で測定された第１の分光反射率と、第２の測定角度で測定された、前記第１の
分光反射率よりも大きい第２の分光反射率を取得する取得手段と、
　　前記長波長域において、前記第１の分光反射率に対する前記第２の分光反射率の比率
を算出する比率演算手段と、
　　前記第１の分光反射率に前記比率を乗じ、該乗算結果と前記第２の分光反射率との差
分を算出する差分演算手段と、
　　該差分と前記比率から当該試料における蛍光の分光放射輝度率を算出する蛍光演算手
段とを有し、
　前記蛍光演算手段は、前記比率から１を減じた値で前記差分を除算することによって、
前記蛍光の分光放射輝度率を算出することを特徴とする蛍光推定装置。
【請求項８】
　取得手段、比率演算手段、差分演算手段および蛍光演算手段を有する蛍光推定装置にお
ける蛍光推定方法であって、
　前記取得手段が、蛍光物質を含む可能性のある試料について、該蛍光物質の励起波長域
と、該蛍光物質の蛍光波長域、および該蛍光波長域外の長波長域を含む波長域の光を発す
る測定光源下において、第１の測定角度で測定された第１の分光反射率と、第２の測定角
度で測定された、前記第１の分光反射率よりも大きい第２の分光反射率を取得し、
　前記比率演算手段が、前記長波長域において、前記第１の分光反射率に対する前記第２
の分光反射率の比率を算出し、
　前記差分演算手段が、前記第１の分光反射率に前記比率を乗じ、該乗算結果と前記第２
の分光反射率との差分を算出し、
　前記蛍光演算手段が、前記差分と前記比率から前記試料における蛍光の分光放射輝度率
を算出し、当該蛍光演算手段は、前記比率から１を減じた値で前記差分を除算することに
よって、前記蛍光の分光放射輝度率を算出することを特徴とする蛍光推定方法。
【請求項９】
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　コンピュータ装置で実行されることにより、該コンピュータ装置を請求項１乃至６の何
れか１項に記載の蛍光推定装置の各手段として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光の分光放射輝度率を取得する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像出力に使用される記録媒体および色材に対し、記録媒体の白色度や色材の発色性を
向上させるために、蛍光を発する材料（例えば蛍光増白剤等の蛍光物質）が使用される場
合がある。蛍光物質は、紫外線に代表される可視光範囲外の光が照射されることによって
可視光範囲内の光を発光する特性があり、出力画像を観察する照明光の違いによって、そ
の色再現に違いが発生する。従って、蛍光物質を含む記録媒体や色材を用いる画像処理装
置において、任意の観察環境下での出力画像の再現色を忠実に推定するためには、該記録
媒体や色材に含まれる蛍光物質の発光による分光放射輝度率を取得する必要がある。
【０００３】
　一般に、試料の分光反射率の測定は、試料を白色光源で照射し、その反射光を分光放射
輝度計で受光して分光反射強度を測定し、該分光反射強度を白色光源の分光強度で除する
ことによって行われる。しかしながらこのような測定方法では、試料の分光反射強度を、
正反射光や拡散光による反射成分と、蛍光物質の発光（蛍光）による蛍光成分とに分離す
ることができない。従って、測定された分光反射率における蛍光依存分、すなわち蛍光の
みの分光放射輝度率を得ることはできなかった。
【０００４】
　したがって、試料が発する蛍光を測定するために、以下のような技術が提案されている
。まず、２つの異なる光源下で試料の分光反射率を測定し、各光源の励起波長域の光エネ
ルギー総和と発光波長域の光エネルギー総和の比に基づいて、観察光源下の蛍光量を推定
する方法がある（例えば、特許文献１参照）。また、蛍光のみを測定する測色器を構成し
た技術がある（例えば、非特許文献１参照）。該技術によればまず、測定光源の光から分
光器を通して可視光外波長域における任意の単波長光を取り出し、これを入射光とする。
そして、該入射光を試料に照射することで放射された蛍光を、再び分光器を通して検出器
に取り込む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2006-84333号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】御橋　廣眞、「蛍光測定」、日本分光学会　測定法シリーズ　学会出版
センター、1983
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の蛍光の測定方法には、以下のような問題があった。
【０００８】
　まず特許文献１に記載の技術では、観察環境下における試料の蛍光量を２つの光源下で
の測定値から求めているため、異なる２つの光源を用意する必要があり、測色器の構成が
複雑化する。
【０００９】
　また非特許文献１に記載された蛍光測定装置においては、試料への入射光を生成するた
めに分光器が必要であるから、やはり測色器の構成が複雑化する。さらに、測定光源の光
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から分光器を介して取得された単波長光の分光放射エネルギーは低下するため、入射光に
対して試料が発する蛍光の分光反射エネルギーも低くなる。そのため、検出器による蛍光
検出は困難となり、測定精度が低下してしまうという問題がある。そこで、検出器の検出
精度を一般的な分光放射輝度計よりも向上させるか、低下した蛍光の分光反射エネルギー
を補強するための増幅器等も必要となる。したがって、該技術における蛍光測定装置は、
一般的な測色器に比べて構成がさらに複雑化し、特殊なものとなる。また、試料からの蛍
光を取得するためには、可視光外の光を照射する必要がある。非特許文献１に記載の技術
では、入射光を単波長光として取り出すため、可視光外の範囲において複数の異なる単波
長を入射させ、複数回の測定を行う必要があるため、測定の工数もかかってしまう。
【００１０】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、試料における蛍光の分光
放射輝度率を効率的に推定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の蛍光推定装置は以下の構成を備える。
【００１２】
　すなわち、蛍光物質を含む可能性のある試料について、該蛍光物質の励起波長域と、該
蛍光物質の蛍光波長域、および該蛍光波長域外の長波長域を含む波長域の光を発する測定
光源下において、第１の測定角度で測定された第１の分光反射率と、第２の測定角度で測
定された、前記第１の分光反射率よりも大きい第２の分光反射率を取得する取得手段と、
　前記長波長域において、前記第１の分光反射率に対する前記第２の分光反射率の比率を
算出する比率演算手段と、
　前記第１の分光反射率に前記比率を乗じ、該乗算結果と前記第２の分光反射率との差分
を算出する差分演算手段と、
　該差分と前記比率から前記試料における蛍光の分光放射輝度率を算出する蛍光演算手段
とを有し、
　前記蛍光演算手段は、前記比率から１を減じた値で前記差分を除算することによって、
前記蛍光の分光放射輝度率を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、試料における蛍光の分光放射輝度率を効率的に推定することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態における画像処理装置の構成を示すブロック図、
【図２】第１実施形態における蛍光推定処理を示すフローチャート、
【図３】第１実施形態における分光反射率測定装置の構成を示すブロック図、
【図４】第１実施形態における分光放射輝度の測定角度の一例を示す図、
【図５】第１実施形態における分光放射輝度の測定角度の一例を示す図、
【図６】第１実施形態における蛍光推定処理を行うための構成を示すブロック図、
【図７】第１実施形態における測定角度と蛍光の分光放射輝度率の関係を示すグラフ、
【図８】第１実施形態において変角測定した記録媒体の分光反射率の一例を示す図、
【図９】第１実施形態において推定された記録媒体の蛍光の分光放射輝度率の一例を示す
グラフ、
【図１０】第１実施形態において変角測定した青系色材の分光反射率の一例を示す図、
【図１１】第１実施形態において推定された青系色材の蛍光の分光放射輝度率の一例を示
すグラフ、
【図１２】第２実施形態における蛍光測定装置の構成を示すブロック図、
【図１３】第２実施形態における蛍光測定処理を示すフローチャート、
【図１４】図８に示すグラフを模式化したグラフである。
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【図１５】第１実施形態において変角測定された分光反射率を格納するメモリ構成を示す
図、
【図１６】第１実施形態において推定された蛍光の分光放射輝度率を格納するメモリ構成
を示す図、である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の実施の形態
は特許請求の範囲に関る本発明を限定するものではなく、また、本実施の形態で説明され
ている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１６】
　＜第１実施形態＞
　●システム構成
　図１は、本実施形態における画像処理装置の構成を示すブロック図である。同図におい
てCPU101は、ROM102が記憶している制御プログラム、OS、アプリケーションプログラム、
デバイスドライバ等に従って、以下に示す他の構成の制御を行う。107は入力デバイスで
あり、本発明に関る各種測定データを取得する測定装置を含む。108は出力デバイスであ
り、各種測定値や演算処理部105で算出された蛍光のデータを出力するプリンタ等を含む
。RAM103は各種制御プログラムや操作部104から入力されるデータの作業領域及び一時待
避領域として使用される。104は操作部であり、入力デバイス107で取得された測定データ
等のデータ入力を行う。105は演算処理部であり、例えば本実施形態における蛍光の分光
放射輝度率を推定するための演算処理を行う。106はモニタであり、出力デバイス108と同
様に、演算処理部105の処理結果や操作部104で入力されたデータ等を表示する。
【００１７】
　●蛍光推定の原理
　以下、本実施形態における蛍光の分光放射輝度率を推定する方法について、その原理を
説明する。
【００１８】
　図８は、蛍光物質を含む記録媒体について、測定光源下で変角測定を行うことによって
取得した分光反射率を示すグラフである。なお、ここでは測定光源として、以下のような
広範囲の波長域の光を発生する白色光源を使用する。例えば、記録媒体に含まれる蛍光物
質の励起波長域（例えば300～400nm）および蛍光波長域（同400～580nm）、および蛍光波
長域外の長波長域（同580～780nm）を含む波長域の光を発生する。同図において分光反射
率802は、試料である記録媒体に対して光源と分光放射輝度計のなす角度を、分光放射輝
度計が光源の正反射光を受けるような角度（入射角：反射角＝45°：45°）として測定し
た結果である。また分光反射率803は、記録媒体に対して光源と分光放射輝度計のなす角
度を、分光放射輝度計が光源の正反射光を含まない拡散光のみを測定可能とするような角
度（例えば、同45°：0°）として測定した結果である。図８によれば、記録媒体に対す
る光源と分光放射輝度計のなす角度、すなわち測定角度に応じて、得られる分光反射率が
変化していることが分かる。
【００１９】
　図７は、記録媒体に対して400nmの単波長光を照射し、発生した蛍光を異なる角度で測
定した結果を示したグラフである。同図において分光放射輝度率701は、ある記録媒体を
試料として、光源と分光放射輝度計のなす角度を上記正反射光を測定可能な角度で測定し
た結果である。また分光放射輝度率702は、同様に記録媒体に対する光源と分光放射輝度
計のなす角度が上記拡散光のみを測定可能な角度で測定した結果である。図７から分かる
ように、400nmの波長光についての放射率はその測定角度によって変化しているが、特に
蛍光が発生する420～580nmの蛍光波長域で得られる放射率（すなわち蛍光の放射率）は、
測定角度によらずほぼ一定であることが分かる。この傾向は記録媒体上での放射率のみな
らず、記録媒体上に塗布された色材上での放射率においても同様であった。
【００２０】
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　以上のことから、記録媒体や色材上の反射光において、正反射や拡散光による反射成分
の分光反射率はその測定角度によって値が変化する変角特性を持つが、蛍光物質に依存す
る蛍光成分の分光放射輝度率は変角特性を持たない、ということが分かる。本実施形態で
は、このような試料の反射光における反射成分と蛍光成分との変角特性の違いを利用して
、試料に対する変角測定結果から、反射光における蛍光成分（すなわち蛍光）の分光反射
率（すなわち分光放射輝度率）を推定する。
【００２１】
　なお以下では、試料からの反射光における「蛍光成分」という文言を、試料が含む蛍光
物質が発する「蛍光」と同義として用いる。したがって、反射光における「蛍光成分の分
光反射率」とはすなわち、「蛍光の放射輝度率」と同義となる。
【００２２】
　以下、上述した変角特性の違いに基づいて蛍光の分光反射率（すなわち、蛍光の分光放
射輝度率）を取得する方法について説明する。なお以下では、変角特性の違いを視覚的に
把握しやすくするために、図８に示す分光反射率における測定値を模式化した図１４のグ
ラフを用いて説明を行う。図１４に示す分光反射率1402は図８に示す分光反射率802に対
応し、上記正反射光を測定可能な角度による測定結果である。同様に分光反射率1403は分
光反射率803に対応し、上記拡散光のみを測定可能な角度による測定結果である。
【００２３】
　分光反射率1402と分光反射率1403は共に、その測定時の反射光に蛍光が含まれているた
め、正反射や拡散光による反射成分の分光反射率Ｒ(λ)と、蛍光成分の分光反射率Ｐ(λ)
を合わせた値として得られる。上述したように、反射成分の分光反射率Ｒ(λ)は変角特性
によって異なるが、蛍光成分の分光反射率Ｐ(λ)は変角特性がないため共通化できる。し
たがって、分光反射率1402および分光反射率1403はそれぞれ、反射成分の分光反射率のみ
を異ならせて、Ｒ1(λ)＋Ｐ(λ)およびＲ2(λ)＋Ｐ(λ)と表現される。
【００２４】
　図１４において、蛍光成分の分光反射率を含む可視域（380～580nm）の外である長波長
域（580～780nm）で、分光反射率1402と分光反射率1403が同等となるように、低い方の分
光反射率1403に乗じる値（比率）ｎを決定する。そして、分光反射率1403に比率ｎを積算
した結果が、分光反射率1401として得られる。図１４に示されるように、分光反射率1403
にｎを乗じて得られた分光反射率1401は、分光反射率1402と一致していない。
【００２５】
　上述したように分光反射率1403を、反射成分の分光反射率Ｒ2(λ)と蛍光成分の分光反
射率Ｐ(λ)の和、すなわちＲ2(λ)＋Ｐ(λ)と表す。すると、分光反射率1401は分光反射
率1403の単純にｎ倍したものとして表現される。また分光反射率1402は、蛍光成分が存在
しない長波長域において分光反射率1403のｎ倍相当となるから、分光反射率1402における
反射成分の分光反射率Ｒ1(λ)は、分光反射率1403における反射成分の分光反射率Ｒ2(λ)
のｎ倍相当となる。したがって分光反射率1402は、反射成分の分光反射率Ｒ2(λ)のｎ倍
に対し、さらに共通の蛍光成分の分光反射率Ｐ(λ)を加算したものとして表現される。以
下に、それぞれの分光反射率1401,1402,1403をまとめて示す。
【００２６】
　　　分光反射率1401：ｎ・(Ｒ2(λ)＋Ｐ(λ))
　　　分光反射率1402：ｎ・Ｒ2(λ)＋Ｐ(λ)
　　　分光反射率1403：Ｒ2(λ)＋Ｐ(λ)
　すると、下式(1)により分光反射率1401と分光反射率1402の差分Ｄ(λ)が算出される。
この差分Ｄ(λ)は、図１４における斜線部1404に相当する。
【００２７】
　　　Ｄ(λ)＝ｎ・(Ｒ2(λ)＋Ｐ(λ))－(ｎ・Ｒ2(λ)＋Ｐ(λ))
　　　　　　＝(ｎ－１)・Ｐ(λ)　　　　　　　　　　　　　　　・・・(1)
　式(1)を変形することによって下式(2)が得られる。式(2)に示されるように、試料にお
ける蛍光成分の分光反射率Ｐ(λ)は、２つの変角測定による分光反射率の差分Ｄ(λ)と、
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該測定値に基づく比率ｎから求められる。なお、蛍光成分のレンジ調整のため、下式(3)
に示すように、式(2)に対して任意の係数αを乗じるようにしても良い。
【００２８】
　　　Ｐ(λ)＝Ｄ(λ)／(ｎ－１)　　　　　・・・(2)
　　　Ｐ(λ)＝(Ｄ(λ)／(ｎ－１))・α　　　・・・(3)
　以上のように算出された蛍光成分の分光反射率Ｐ(λ)がすなわち、蛍光の分光放射輝度
率である。
【００２９】
　以上は図８に示す測定結果を模式化した図１４のグラフに基づいて説明を行ったが、も
ちろん図８においても同様の処理によって蛍光成分の分光反射率を算出することができる
。すなわち、蛍光成分を含まない長波長域において分光反射率803を分光反射率802と同等
とするような比率ｎを求めて、分光反射率803をｎ倍した分光反射率801を生成する。そし
て、分光反射率801と分光反射率802との差分Ｄ(λ)を算出することによって、図１４と同
様に(2)式または(3)式より蛍光成分の分光反射率Ｐ(λ)が得られる。
【００３０】
　図９に、上記(2)式によって、図８での測定対象であった蛍光物質を含む記録媒体につ
いての２種類の変角測定データ（分光反射率）から求めた、蛍光成分の分光放射輝度率90
1を示す。なお図９には、従来手法を用いて測定した蛍光成分の分光放射輝度率902も併せ
て示す。同図によれば、本実施形態により取得した蛍光成分の分光放射輝度率901は、従
来手法により測定された蛍光成分の分光放射輝度率902とほぼ一致しており、したがって
、本実施形態の手法によって蛍光成分の波長特性が取得できていることが分かる。
【００３１】
　以上説明した図８のグラフは、蛍光物質を含む記録媒体についての変角測定データに基
づく処理例を示すものであった。図１０に、記録媒体上に塗布された、蛍光物質を含む青
系色材について、図８と同様に変角測定された変角測定データによる処理例を示す。図１
０に示すように蛍光物質を含む色材おいても、記録媒体の場合と同様に蛍光成分の分光反
射率を求めることができる。すなわち、分光反射率1003と分光反射率1002が示す２種類の
変角測定データと、分光反射率1003を長波長域において分光反射率1002と同等とする比率
ｎによって積算した分光反射率1001とに基づいて、蛍光成分を求めることができる。ここ
で図１１に、分光反射率1003と分光反射率1002に基づいて取得した蛍光成分の分光放射輝
度率1101と、従来手法により測定された蛍光成分の分光放射輝度率1102を示す。同図によ
れば、本実施形態により取得した蛍光成分の分光放射輝度率1101は、従来手法により測定
された蛍光成分の分光放射輝度率1102とほぼ一致しており、やはり蛍光成分の波長特性が
取得されている。
【００３２】
　以上のように本実施形態では、まず、記録媒体に含まれる蛍光物質の励起波長域および
蛍光波長域、および蛍光波長域外の長波長域を含む波長域の光を発生する白色光源下にお
いて、該記録媒体に対する２種類の変角測定を行う。そして該測定結果に基づき、試料か
ら発せられる蛍光の分光放射輝度率を効率的に推定することを実現する。
【００３３】
　以下、本実施形態において蛍光の分光放射輝度率を取得する装置およびその処理につい
て、具体的に説明する。
【００３４】
　●分光反射率測定装置
　図３に、本実施形態において試料の分光反射率を測定する測定装置のブロック構成を示
す。なお、測定装置は図１に示す入力デバイス107に相当する。本実施形態の測定装置に
おいては、試料に対して２種類の変角測定を行って２種類の分光反射率を取得する。測定
角度設定部302は、試料に対する測定光源と分光放射輝度計303の位置について、それらが
なす角度（測定角度）を２種類設定する。ここで設定される２種類の測定角度としては、
それぞれで測定される試料の分光反射率の値に十分な差分が得られれば、任意の角度を設
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定して良い。本実施形態では、測定される分光反射率の差分が最も大きくなるように、２
種類の測定角度を設定する。すなわち、第１の測定角度として光源の正反射成分を含まな
い拡散成分のみを測定する測定角度１（入射角：反射角＝45°：0°）と、第２の測定角
度として正反射成分を含めて測定する測定角度２（同、45°：45°）を設定する。以下、
それぞれの測定角度を入射角と反射角によって(入射角：反射角)として表記する。例えば
測定角度１は(45：0)であり、測定角度２は(45：45)である。
【００３５】
　なお、上述したように２種類の測定角度はその測定値間で十分な差分が得られれば良い
ため、例えば測定角度２としては正反射成分を測定可能とする角度により近い角度であれ
ば良い。また、２種類の測定角度間の差分として適当な値を予め設定し、測定角度を該差
分に基づいて設定しても良い。例えば、測定角度についての差分が30度となるように、測
定角度１を(45：15)、測定角度２を(45：45)、のように設定することができる。
【００３６】
　以上のように測定角度設定部302で測定角度として測定角度１および測定角度２が設定
されると、測定光源である光源部301と分光放射輝度計303の試料に対する位置が、それぞ
れ測定角度１および測定角度２となるように調整される。なお、本実施形態における光源
部301は、上述した広範囲な波長域の光を発生する白色光源であるとする。
【００３７】
　ここで図４に、測定角度１(45：0)による測定を行う際の、試料401に対する光源部301
と分光放射輝度計303の位置関係の一例を示す。同図によれば、試料401平面の法線に対し
て、分光放射輝度計303は0度、光源部301は45度の角度で配置されている。また図５に、
測定角度２(45：45)による測定を行う際の、試料401に対する光源部301と分光放射輝度計
303の位置関係の一例を示す。同図によれば、試料401上の法線に対して、分光放射輝度計
303は45度、光源部301は分光放射輝度計303と対称である45度の角度で配置されている。
【００３８】
　以上のように設定された測定角度１と測定角度２において、分光放射輝度計303で試料4
01の変角測定を行う。以下、測定角度１で測定された第１の分光反射率をＤA(λ)、測定
角度２で測定された第２の分光反射率をＤB(λ)とする。分光放射輝度計303で変角測定さ
れた試料401の分光反射率ＤA(λ)、ＤB(λ)はそれぞれ図１５の1501、1502に示すような
、出力波長に対する反射率を保持するテーブル形式で測定値格納部304に格納される。
【００３９】
　なお、本実施形態では、試料の変角測定を分光放射輝度計303によって行う例を示した
が、一般的な自動変角光度計（ゴニオフォトメーター）を使用しても構わない。
【００４０】
　●蛍光推定処理
　以下、試料に対する変角測定データである２種類の分光反射率から、試料から発せられ
る蛍光の分光放射輝度率を推定する蛍光推定処理について詳細に説明する。
【００４１】
　図６は、図１に示す演算処理部105内において、蛍光推定処理を行うためのブロック構
成を示す。なお、図６における測定値格納部304には、上記図３に示した測定装置によっ
て変角測定された２種類の分光反射率ＤA(λ),ＤB(λ)が格納されている。比率演算部601
は、測定値格納部304に格納されている分光反射率ＤA(λ)およびＤB(λ)を取得し、まず
その大小関係を判定する。本実施形態では、試料を光源の正反射光を受ける測定角度２で
測定した分光反射率ＤB(λ)の方が、拡散反射光のみを受ける測定角度１で測定した分光
反射率ＤA(λ)よりも分光反射率が高いと判定される。そして比率演算部601は、試料にお
いて蛍光の発生する波長域外となる長波長域（本実施形態では580～780nm）において、分
光反射率ＤA(λ)に対し、分光反射率ＤB(λ)との差を最小とするために乗じる比率ｎを、
下式(4)により求める。なお、比率ｎを求める長波長域は、試料が発する蛍光の波長域に
応じて任意に設定される。
【００４２】
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　　　ｎ＝ＤB(λ)／ＤA(λ)　　　・・・(4)
　差分演算部602は、分光反射率ＤA(λ)に比率演算部601によって算出された比率ｎを乗
じた乗算結果と、分光反射率ＤB(λ)との差分である分光反射率ＤF(λ)を、下式(5)によ
り求める。
【００４３】
　　　ＤF(λ)＝ｎ・ＤA(λ)－ＤB(λ)　　　・・・(5)
　蛍光演算部603は、差分演算部602で取得された差分の分光反射率ＤF(λ)と、比率演算
部601で算出された比率ｎに基づいて、以下の式(6)により、試料における蛍光の分光放射
輝度率Ｐ(λ)を求める。
【００４４】
　　　Ｐ(λ)＝(ＤF(λ)／(ｎ－1))・α　　　・・・(6)
　式(6)においてαは、蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)のレンジを調整するための任意の係
数である。
【００４５】
　ここで、上記式(5),(6)で算出された差分の分光反射率ＤF(λ)もしくは蛍光の分光放射
輝度率Ｐ(λ)について、波長毎の値が負となる場合がある。このような場合には、得られ
た負の値を０にオフセットする。
【００４６】
　以上のように蛍光演算部603で算出された蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)は、図１６の160
1に示すような出力波長に対する放射輝度率を保持するテーブル形式で、蛍光データ格納
部604に格納される。
【００４７】
　以下、本実施形態における蛍光推定処理について、図２のフローチャートを用いて説明
する。まずS201，S202で比率演算部601において、測定角度１、測定角度２で測定された
試料の分光反射率ＤA(λ)、ＤB(λ)をそれぞれ取得する。そしてS203で比率演算部601に
おいて、蛍光が発生しない長波長域において、分光反射率ＤB(λ)より小さい分光反射率
ＤA(λ)に対し、分光反射率ＤB(λ)との差を最小とするために乗じる比率ｎを、式(4)に
より取得する。次にS204で差分演算部602において、分光反射率ＤA(λ)に比率ｎを乗じた
値と分光反射率ＤB(λ)との差分である分光反射率ＤF(λ)を、上記(5)式により算出する
。そしてS205で蛍光演算部603において、S204で取得した差分の分光反射率ＤF(λ)と、S2
03で取得された比率ｎに基づいて、上記(6)式により蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)を算出
する。すなわち、比率ｎから１を減じた値で差分の分光反射率ＤF(λ)を除算することに
よって、蛍光の分光放射輝度率が算出される。
【００４８】
　そしてS206において、S205で算出された蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)について、波長毎
の放射輝度率のそれぞれが負の値であるかを否かを判定し、負であるものについてはS207
で０にオフセットする。以上の処理によって取得された蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)が、
蛍光データ格納部604に格納される。なお、図２に示す処理では、取得した蛍光の分光放
射輝度率Ｐ(λ)に対し波長毎の放射輝度率の符号を判定する例を示したが、この符号判定
を、S204で取得した差分の分光反射率ＤF(λ)に対して行うようにしても良い。
【００４９】
　以上説明したように本実施形態によれば、蛍光物質を含む可能性のある試料に対し、白
色光源下における２回の変角測定を行うのみで、該測定結果から試料における蛍光の分光
放射輝度率を効率的に推定することができる。また、この変角測定を行う測色器としては
、特に複数の光源装置や分光器、増幅器のような特殊な装置を必要としない、一般的な測
色器を用いることができる。
【００５０】
　＜第２実施形態＞
　以下、本発明に係る第２実施形態について説明する。一般に、記録媒体に塗布される色
材は、その色によって蛍光物質の含有率が異なるため、色によって蛍光の発生の有無が分



(10) JP 5643571 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

かれる。そこで第２実施形態においては、複数の試料について蛍光測定を行う際に、それ
ぞれの試料における蛍光の発生の有無を、上述した第１実施形態で示した蛍光推定処理に
よって簡易に判定することを特徴とする。すなわち、複数の試料のそれぞれに対し、その
蛍光の発生の有無を上記蛍光推定処理によって簡易に判定し、蛍光が発生していると判定
された試料についてのみ、蛍光の詳細な測定を行なうように制御する。
【００５１】
　図１２に、第２実施形態における蛍光測定装置のブロック構成を示す。蛍光推定部1201
では、まず上述した第１実施形態で示した蛍光推定処理によって、複数の試料のそれぞれ
について、蛍光の分光放射輝度率を推定する。判定部1202では、複数の試料のぞれぞれに
ついて、蛍光推定部1201で推定された蛍光の分光放射輝度率に基づき、蛍光の発生の有無
を判定する。蛍光が発生していると判定された試料については、蛍光測定部1203で蛍光が
実測され、該実測された分光放射輝度率が蛍光データ格納部1204に格納される。一方、判
定部1202で蛍光の発生がないと判定された試料については、その蛍光の分光放射輝度率を
０として、蛍光データ格納部1204に格納する。
【００５２】
　以下、第２実施形態における蛍光測定処理について、図１３のフローチャートを用いて
説明する。まずS1301で判定部1202において、測定対象となる試料の数量が入力される。
次にS1302で蛍光推定部1201において、現在の処理対象である試料について、上述した第
１実施形態で説明した蛍光推定方法により、該試料における蛍光の分光放射輝度率Ｔ(λ)
を推定する。そしてS1303で判定部1202において、S1302で推定された蛍光の分光放射輝度
率Ｔ(λ)に基づき、該試料における蛍光発生の有無を判定する。この判定は例えば以下の
ように行われる。すなわち、蛍光波長域においてＴ(λ)を所定の閾値Ｔhと比較し、Ｔ(λ
)がＴh以上の値を有していれば蛍光が発生していると判定し、Ｔh未満の値しか有さない
のであれば、蛍光が発生していないと判定する。
【００５３】
　S1303で当該試料から蛍光が発生していると判定された場合、S1304で蛍光測定部1203に
おいて、該試料についての詳細な蛍光測定を行って、蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)の実測
値を取得する。ここで蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)詳細な測定方法としては例えば、上記
従来例で示したような、複雑な構成からなる測定器を用いて、工数等を考慮することなく
実測を行うことが考えられる。一方、試料から蛍光が発生していないと判定された場合、
S1305で判定部1202において、該試料についての蛍光の分光放射輝度率Ｐ(λ)を０に設定
する。
【００５４】
　そしてS1306で、S1304もしくはS1305によって取得した、当該試料における蛍光の分光
放射輝度率Ｐ(λ)を、蛍光データ格納部1204に格納する。
【００５５】
　S1307では、S1301で設定された数量分の試料についてS1302～S1306の処理が終了したか
否かを判定し、未処理の試料があればS1302に戻って該試料に対する処理を開始する。
【００５６】
　以上説明したように第２実施形態によれば、複数の試料についての蛍光測定を行う際に
、各試料についての蛍光発生の有無を第１実施形態で示した蛍光推定方法により簡易に判
定する。これにより、蛍光の発生している試料のみについて詳細な測定を行うことができ
、効率的な蛍光測定が可能となる。
【００５７】
　＜その他の実施形態＞
　なお、上述した第１実施形態では、試料における蛍光の分光放射輝度率を効率的に推定
する例を示したが、該推定結果を所定のＵＩを用いてユーザに報知することも効果的であ
る。特に第２実施形態においては該推定結果をＵＩ表示することで、ユーザは蛍光の実測
を行うべき試料を容易に把握することができる。
【００５８】
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　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（又は
CPUやMPU等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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